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家族社会学における家族機能論の再定位

＜親密圏＞・＜ケア圏＞・＜生活圏＞の構想

1. はじめに：「家族の多様化」論の｜盗路から

79 

久保田裕之

1980年代以降の日本の家族社会学においては、 T・ パーソンズら構造機能主義の影響

を強く受けた「集団論的パラダイムJ （落合 1989:6章）に対する、批判と超克が試みら

れてきた。すなわち、血縁と法律婚に基づく＜標準的＞家族を分析単位とし、それ以外を

家族問題や社会病理として治療・矯正の対象と置く、＜標準化＞アプローチに異を唱え、

たとえば共働き夫婦、ひとり親家族、養親子・継親子関係といった＜周縁的＞家族や、非

法律婚・非婚カップル、レズビアン・ゲイカップル、シングルといった＜逸脱的＞ライフ

スタイルをも、多様な「家族」概念の内に包摂しようとする研究潮流である 1）。もはや

家族は客観的に定義できないとしづ認識を前提に、個人が自由に選択する多様な「家族J

を等しく認め、積極的に支援しようとするこのような立場を、ここで「家族の多様化」

論と概括しておく。

しかしながら、家族社会学の分析単位を家族集団から個人へとシフトし、家族を単に

個人の選択や主観へと還元することは、多様なライフスタイルの保障どころか新たな問

題を生み出してしまう。筆者はこれまで、すでに主流化した「家族の多様化」論が苧む

危険と困難について多角的な批判を展開してきた。たとえば、家族は客観的に定義でき

ないとする議論は、より抽象的なレベルで、の無自覚な家族定義を通じて、研究対象を同

定することの政治性と説明責任を免れてしまうこと（久保田 2010）、また、親密性をめぐ

る個人の自由や選択の重視が、法・制度が自律的な個人の自由を制限してまで担保して

きた、家族内部の経済的・身体的依存者の生活を掘り崩してしまうこと（久保田 2009a）、

さらには、ニーズ、概念の謙抑性から、「多様な家族」としづ現状把握と「家族福祉Jや

「家族支援」といった政策的帰結との問には調停しがたい緊張関係が存在すること

(Kubota 20 I 0）を明らかにしている。

このことは、「家族の多様化」論が、家族概念の位置づけをそのままに、単にその範囲

を拡張しようとする点で、結局は従来の＜標準化＞アフ。ローチへの批判と修正にとどまり、

これを代替する新たな理論枠組みを提供するまでには至っていないことを示している。

たとえば、「一人家族」（松田 1987）といった概念的自殺や、「家族ライフスタイル」の下

位概念として「非婚シングソレライフスタイルJ（野々 山 2007:220-221）を位置づ、ける立場
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は、「家族J概念を分析単位として温存するものである。また、取り替えの効かない存

在としての「家族Jを「アイデンティティ欲求」（山田 2010:205）の中に普遍化・本質化

しようとする議論も同様の危険性を苧んでいる 2）。このことは、池岡義孝が悲観的に述

べるように「従来の核家族パラダイムからの転換を『家族多様化教説』に集約して出発」

した 1980年代以降の家族社会学が、現在もなお「求心的で、統一的な新たなパラダイム」

を確立できず、その見通しも極めて暗いことと関係している（池岡 2010:149・152）。

そこで本稿では、従来の＜標準化＞アプローチに対する単なる批判や修正を超える、家

族社会学の新たな理論枠組みの構築に向けた試論を展開したい。そのための重要な分析

視角の転換として、家族機能の「家族構造からの分化」のみならず「家族機能相互の分

化」に着目することで、現代の家族をめぐる状況の変化を「家族機能の二重の分化J過

程として把握すべきことを主張する［2節｝。このような観点から、現在の家族研究にお

ける類似のアプローチを批判的に検討しつつ【3節l家族の機能の束を分節化すると同
時に家族の構造を超えて形式化していく、家族機能の＜分節化・形式化＞アフ。ローチを提

案したい【4節］。その結果、これまで家族社会学の対象として先験的に把握されてきた

家族は、＜ケア圏＞・＜生活圏＞・＜親密圏＞という三つの機能的圏域の偶発的な重なり合い

として再定位されることになるだろう。

2. 家族機能の二重の分化：家族にいま何が起こっているのか

まず、従来の家族社会学における家族構造と家族機能の関連を整理するために、家族

機能論の系譜を紐解きつつ、その困難のなかから、現代の家族をめぐる状況の変化を、

「家族機能の二重の分化」として把握する視角を抽出したい。

2.1.家族構造の安定性と家族機能論

野々山久也の整理によれば、家族社会学における家族機能論においては、「これまで

家族機能についてそれらを確認し、その数をかぞえあげる方法がとられてきた」（野々

山 1992:20）という。たとえば、 R ・ウインチ（Winch1963）は、経済・地位付与・教育・

保護・宗教・娯楽・愛情といった数多くの機能を家族の中に認めたのに対し、 G ・マ

ードック（Murdock1949=2001）は、性・生殖・教育・経済など数個の機能のみを家族の

普遍的機能として挙げている。T・パーソンズ（Persons1956=[1970] 2001）は、 子どもの

社会化機能と、成人のパーソナリティ安定化機能のみを根源的機能であると主張した

ことで有名である。

このような羅列的・列挙的な家族機能論を背景として、「家族機能縮小論」が提唱され

ることになる。W・ オグパーンは、家族機能を経済的／社会的／心理的機能に分けたう

えで、社会的機能をさらに地位付与・教育・保護・宗教・娯楽の諸機能へと細分類し、

それら全てについて家族機能は縮小（喪失）してきたとする（Ogburn1933）。他方で、 E・
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ノくージェスは家族機能をまず本質的な機能と付加的な機能に区分したうえで、あらゆる

面で、家族機能が縮小してきたと論じるオグバーンを批判し、確かに家族にとって付加的

な機能は縮小してきたとしても、本質的な機能である愛情、生殖および養育、人格形成

の機能については家族機能の縮小は認められないと反論する（Burgess1948）。力点の差こ

そあれ、オグバーンとパージェスは何らかの意味での家族機能の縮小を主張している点

で共通している。

これに対して、ベルとヴォーゲ、ノレ（Belland Vogel 1965）は、核家族を単位とすれば家族

の機能はむしろ拡大してきたと主張する。以前は拡大家族の部分に過ぎなかった核家族

は、自律的な生活集団へと析出されるにつれて、生計の維持や情緒的満足など様々な機

能を担うようになった。すなわち、機能を論じるにあたってはその単位を確定しなけれ

ばならず、拡大家族を単位ととるか、核家族を単位ととるかによって、機能が拡大した

か縮小したかは論じられないと断じるのである（野々山 1992:20-22）。

ここで疑問が投げかけられているのは、まず家族の範囲を確定し、次に機能の数を数

え上げるとしづ家族機能論の手続き的な前提である。実際、社会全体から親族共同体全

体、拡大家族から核家族に至る、どの範囲で、誰によって、誰に対する、どのような機

能が担われているのかを検討しなければ、家族機能を同定することはとうてい不可能で

ある。相対的に安定的な家族の構造を措定し、そこで期待され充足される機能の歴史的

変遷を議論することは、今となってはあまりに素朴なものに映る。

2.2. 「対社会的機能」と「対個人的機能」

これに対して庄司洋子は、家族を社会と個人を媒介するサブシステムと捉え、社会

政策論の立場からより精微な家族機能論を展開している。具体的には、家族機能の諸

側面を「性的機能J「経済的機能」「精神的機能」に区分した上で、それぞれを「対内

的（対個人的）機能」と「対外的（対社会的）機能」に分け、合計6通りの家族機能を分析

している（庄司 1996:131・132）。続く論考では、「実際には相互に重なり合いながら統合

されている家族機能の諸側面」（庄司 1998:35）として、やはり「個人の願望」（対個人的）

と「社会の要請」（対社会的）との関係から、共同消費や扶養・ケアを中心とする「生活

関係的J機能、人間形成や情緒的充足に関与する「人格関係的」機能、性と生殖を秩

序づけ個人に家族関係上の地位を付与する「親族関係的」機能へと再編成している。

しかし、前述の機能単位をめぐる議論と考え合わせるならば、庄司の家族機能論にお

いても、家族構造の相対的な安定性が前提とされていることは否定できない。現代では、

サブシステムとしての家族機能の二面性だけが問題ではなく、当該機能が今もって「家

族の機能なのか」が問われているからである。たとえば、婚姻と法律婚に基づく核家族

を単位にとれば、婚外子率の高い欧州、｜では、性と生殖に関わる社会的要請は家族の外部

で充足されていることになる。また、精神的安定や情緒的満足にかかわる「個人の願望」

は、レズビアンカッフ。ルやゲ、イカップルという核家族の外部でも満たされている。かっ
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ては家族に求められていた「個人の願望Jや 「社会の要請」が仮に普遍的なものだとし

ても、現実にどのような範囲で満たされており、どのような範囲で満たされるべきかは

歴史的だからである。

従来は安定的と考えられてきた家族の構造と、社会や個人から家族に期待される諸機

能との聞のズレは、家族機能論の観点からは、さしあたり家族機能の 「家族構造からの

分化」として理解することができる。すなわち、一方では、子どもを持たない夫婦や、

生活を共同しない夫婦のように、家族の構造があってもそこで家族機能が担われている

とは限らず、また他方で、事実婚 ・非婚カッフ。ルやソロ（シングル） ・マザーのように、

家族の構造を持たない関係の中でも家族機能の一部が担われていることが重要視され

るようになっている。その意味で、「家族の多様化」論は、家族の構造と機能の間のこ

うしたズレを、「家族J概念、を拡張することで乗り越えようとする戦略であるといえる。

いわば、家族機能の一端を担う関係ならば全て「家族」だと開き直るのである。

2.3. 「家族構造からの分化」と「家族機能相互の分化」

しかしながら、現代の家族をめぐる状況の変化は、単に家族機能の 「家族構造からの

分化」として把握されるだけでは不十分である。たとえばゲイカップルは、法律婚が想

定するような異性愛夫婦の構造を持たないだけでなく、成人間のパーソナリティ安定化

機能を果たしているとしても、多くの場合、子どものケアや社会化という機能を担わな

い（釜野2009:148-149）。たとえばまた、離婚 ・再婚によって複雑化した、前親子関係と

併存する継親子関係のように、家族の構造と子どものケア関係、生活の共同関係、親密

性の範囲が相互にズレる場面も指摘されている（野沢 2009b:l93）。ここで重要なのは、

家族の構造と機能が切断されているだけでなく、家族に求められてきた社会的な機能の

束が相互に切断されている点である。すなわち、法律婚や血縁関係に基づく家族である

ことと家族の機能を果たすことが現実的 ・規範的に分離しただけではなく、家族に期待

される機能を、まとめて、 ーカ所で、同じ関係の中で、充足することもまた想定できな

くなっているのである。

このような意味での「家族機能相互の分化」、すなわち、従来は家族に期待されてきた

諸機能が、 ーカ所でまとめて充足されるのではなく、様々な場面で、バラバラに充足され

うるという視点は、これまでの家族社会学研究では十分に考慮、されてこなかった。家族

機能の「家族構造からの分化」のみならず「家族機能相互の分化」も含めた二重の分化

過程として現代の家族の変化を把握すること、すなわち、これまで家族に期待されてき

た機能の束を、家族の構造から離れて議論する（形式化）だけでなく 、相互に切り分けて

分析的に議論する（分節化）ことの双方が必要なのである。
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3. 家族研究における家族機能の形式化の試み

以下では、「家族機能の二重の分化」という視点から、現在の家族研究における類似の

議論として、「家族ネットワーク」論、「親密圏」論、「依存批判」という三つの議論を

家族機能の形式化の試みとして位置づけ、批判的に検討していこう。このような作業を

通じて、本稿で主張される家族機能の＜分節化・形式化＞アプローチの輪郭を描き出すと

ともに、その相対的な利点と分析的意義を明らかにしたい。

3.1. 「家族ネットワーク」論：家族機能を束ねたままの形式化

現在、日本の家族社会学の分野で理論的・定量的なネットワーク分析を精力的に展開

するのは、野沢慎司（2009a）で、ある 3）。ここで、ネットワーク分析とは、「構造機能主義に

おける、システム内の制度化された地位と役割の連関を意味する構造概念」ではなく、

「行為者間の関係を様々なレベルの具体的な相互作用を前提としたインフォーマルな

紐帯」の網の目として捉え、「ネットワークの構造上における位置や、その構造が創発

する特性の効果に注意をはらう」（野沢 2009a:53）ことを特徴とする。それゆえ、家族を

扱う場合も、その集団性を前提とするのではなく、「密度や凝集性が高く、境界線が一

致した、集団的性格の5齢、家族から、密度の凝集性も低く、個人ごとに異なる家族境界

をもっ家族に至るまで、家族構造のバリエーションを記述する道具として有用J（野沢

2009a:60）とされる。とすれば、「家族ネットワーク」論は、従来の家族構造にとらわれ

ずに、個人と個人の間の具体的な相互作用を捕捉しようとする点で、家族機能の形式化

のための有効な分析ツールとなりうる。

しかしながら、現実の「家族ネットワーク論」は、前述した「機能相互の分化」を

十分に考慮、できていないため、結局のところ、家族に期待されてきた機能の束をその

まま拡張・形式化してしまう危険がある。たとえば野沢は、家族ネットワークの中で

問題にされる「ひとつひとつの紐帯」の例として、「親密性」、「交換される援助の種類

と量」、「接触頻度」「時間的な持続性Jなど 8つを挙げている（野沢 2009a:55）。しかし、

現代においては、たとえば「親密性j のネットワーク、「援助」のネットワーク、「接

触頻度j のネットワークが、それぞれ家族構造から分化しているだけでなく、相互に

分化しているものとして捉えるべきことは既に述べた。にもかかわらず、これら伝統

的に家族と関係づけられてきたトピックを束ねて「連帯性」や「凝集性」を観念すれ

ば、連帯性の強い核家族の理想、を一方の極に想定して連帯性の弱し1その他の関係性に

至る「バリエーション」を描くことに終始してしまう（野沢 2009a:3章など）。これに対

して、現代の家族をめぐる状況の変化を「家族機能の二重の分化」として捉えるなら

ば、家族機能を束ねたままの形式化に留まるのではなく、それぞれのネットワークを

分節化して取り扱う必要がある。
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3.2. 「親密圏」論：親密性に基づく一元的な形式化

他方で、近年では「親密圏」の名の下で、従来は家族と同一視されてきた私的生活の

再構成的把握が進められている。「親密圏」とは、政治哲学においてH・アーレント（Arendt

1958=1994）、 J.ハーパーマス（Habermas1962= [1990] 1994）らの議論を嘱矢とした「公

共圏」論に呼応する形で、公私二元論における主として私的領域への批判から展開され

てきた議論である（斎藤2000，三成 2006，岡野2010）。すなわち、愛情に基づく無私の領

域二家族の中にも、虐待や暴力、抑圧や不平等が存在することが「発見」されると同時

に、伝統的な家族の枠組みに収まらない親密さとエンパワーメントの場が認識されてき

た。政治学者・驚藤純一の定義によれば、「公共圏」が「人々の＜間＞にある共通の問題

への関心によって成立する」非人格的な関係の領域であるのに対して、「親密圏」とは、

「具体的な他者の生／生命への配慮・関心によって形成・維持されるj 「間・人格的」

で「人称的」な関係の領域であり、両者は、「重なり合いながらも分析的に区別できるJ

とされる（斎藤2000:92）。

ここで重要なのは、従来の家族とは異なり、「親密圏」は構造によって定義できる種類

のものではなく、その機能によって、その時々に立ち現れる圏域としてしか描けないと

いう点である。具体例としては、セルフヘルプ・グループ。や、社会運動体、職場での友

人関係などが「親密圏」となりうる場であるが、ある場所や関係が「～は親密圏でなけ

ればならなしリと名指した瞬間に、抑圧の場へと転じうる。また、ある人にとって親密

圏として認識されている場が、他の人にとってもそうであるとは限らない。禁藤は、「親

密圏」の特徴を①他者の具体性・人格性、②身体性、③相対的安全性として定式化して

いる（斎藤・竹村2001）。

その意味で、「親密圏」論は、これまで家族に期待されてきた諸機能の中でも、特に親

密性を中核的な機能として抽出し、従来の家族の構造を超えて議論していく点で、家族

機能の形式化の試みのひとつとして評価することができる。血縁や婚姻に基づく家族で

あるか否かにかかわらず、レズビアン・ゲイカッフ。ルやステップファミリ一、果てはヤ

クザの義兄弟まで 人格的で人称的で身体的な具体的な関心によって維持される限りに

おいて「親密圏」として包括的に議論できる。と同時に、 DVや虐待など「親密圏」と

しての役割を果たさない家族を、もはや「親密圏」ではないとして問題化することが可

能になる。ここに、従来の家族は「親密圏」のうちの特殊な－形態、それも、「親密圏」

が制度的に婚姻・血縁構造に縛り付けられていた歴史的に特殊な一形態として再定位され

ることになる。 このような議論は、いわば家族機能の、親密性に基づく一元的な形式化

として位置づけられる。

しかし、家族を親密性のみに還元してしまうことは、家族が単に自律的な個人の自由

な選択を超えた重要な機能を担ってきたことを覆い隠してしまう点で問題もある。上野

千鶴子は、「家族」研究を「親密圏」研究に還元することに警鐘を鳴らし、①ほとんど

の場合、「親密圏」が「家族Jの単なる代替用語として用いられており、新しい概念を
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採用する積極的意義と効果がないこと、②「親密圏」を採用することで、公私の領域分

離を維持・再生産し、「公の不介入原則Jを支持してしまうこと、③実際には少しも「親

密でなしリ関係を「親密圏」と誤認する可能性が高いこと、④自律した成人のあいだで

なら成り立っかもしれない「親密圏」の概念を、子どもや高齢者など依存的な存在にま

で拡張することが可能とは思えないことを理由に挙げている（上野 2009:6-7）。

上野が懸念するように、親密性に基づく一元的な形式化という「親密圏」論の戦略に

おいては、親密性は血縁や法律婚といった家族の構造からは切り離されたものの、家族

に期待されてきた諸機能、とりわけケアとの結び、っきは温存され、強化されているよう

にもみえる。たとえば、資藤純ーが親密圏の特徴の中にすべりこませている②身体性は、

結局のところ共同生活を中心とした子ども、障碍者、高齢者に対する身体的ケアを予定

している。いわば、ケアや生活の共同といった家族的機能は、相互に十分に分節化され

ないまま、親密性に従属させられてしまっている。結果、親密圏への「国家の介入の是

非」（中里見 2006）といった議論がくり返される。この問題は、親密圏を論じるものの多

くが、「親密圏」という概念の中に、自律的で対等な成人間の生活の共同や互助的なさ

さえ合いと、依存関係にあるもの生存の条件である身体的・精神的ケアとを、区別無く

放り込んでいることに起因している。

3.3. 「依存批判」：依存のケアに基づく一元的な形式化

「親密圏」論とは対照的に、これまで家族に期待されてきた諸機能を、依存のケアに

基づいて形式化しようとするのが「依存批判」と呼ばれる議論である 5）。「依存批判」と

は、哲学者E・キテイ（Kittay1999=2010）によって展開された議論であり 、道徳哲学者J. 

ロールズ、の『正義論』から I・カントに遡る「人格の自律」概念を批判の中心におき、

S・オーキンのロールズ批判（Okin1989=1994）や、 M ・ファインマンによる依存の理論化

(Fineman 1995=2003）などと関心を共有している。

依存の理論化に先鞭をつけたフェミニスト法学者、 M ・ファインマンは、 1990年代の

アメリカ合衆国における「平等主義家族Jの幻想により、実際に依存のケアを担う女性

が不利な立場に立たされてきたことを問題化しながら、人間の依存の社会的な意味につ

いて議論を展開する。ファインマンによれば、誰もが他人に依存する期間を経て育ち、

多くの人が他人に依存する期間を経て死んでいくという意味で、依存は人間にとって避

けられない基本的な条件である（Fineman1995=2003）。にもかかわらず、この不可避の依

存をケアするために、経済的な依存状態（二次的依存）に陥ってきたのは殆どの場合女性

で、あった。とりわけ、 二次的依存状態にある妻を夫が扶養するという家族制度が弱体化

した現在では、社会的に不可欠な責務を引き受けながらも、性的家族の外部で依存のケ

アを行う母親が貧困やスティグマに苦しむという事態が一般化している（Fineman

1995=2003）。

このような議論を通じて、ファインマンは、国家による保護とプライバシーの単位を、
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夫婦に代表される性関係から、母子に代表されるケア関係へとシフトすべきというラデ

イカルな提言を行う。法的な婚姻制度の廃止によって、 一方で、従来は家族の端緒とさ

れてきた性的なつながりは、それのみでは国家の保護や支援の名宛人とはならないため、

単なる個人の自律的な契約関係へとその地位を落とす一方で、子育てや介護を含む依存

ーケア関係は、夫婦であるか家族であるかを問わず、新たな政策単位として給付と保護

を受けることになる。このようなファインマンの戦略は、いわば依存のケアに基づく一

元的形式化といえるだろう 4）。

ファインマンの議論におけるケアを重視した家族機能の形式化は、ケアを親密性に従

属させてしまう「親密圏」論と比べて、多くの問題を回避することができる。というの

も、「親密圏J論が身体性の名の下に、引き続きケアの遂行や相互扶助と親密性とを束

ねてしまっているのに対して、ファインマンの戦略はむしろ両者の切断を主眼としてい

るからである。これにより、親密性を基盤とした婚姻家族の不安定さによって依存－ケ

ア関係が掘り崩される事態を回避する一方で、多様な親密性に対するパターナリスティ

ックな介入を排除することが可能になる。

しかしながら、ファインマンの戦略もまた一元的な形式化に留まる点で、これまで

家族が担ってきた機能を、特定の依存のケアのみに切り縮めてしまう点で問題を苧ん

でいる。たとえば、ファインマンは依存の理論化に際して主として子育てケアを想定

することで、多様な依存の聞の差異を過小評価している。たとえば、成人の身体障碍

者や身体介助を必要とする高齢者のように、何が自分の望むケアかを意識し指示でき

るような身体的依存の場面と、未成熟子 ・精神障害者・認知症の高齢者のように本人

の意思が定かでなく、代理としてパターナリスティックなケアを行わなければならな

い場面とが十分に区別されていない。また、障碍や要介護状態に至らない、 一時的な

病気や怪我と言った軽度のケアの理論的な位置づけが暖昧なままである。このような

成人間の補助的なケアや軽度のケアもまた、家族が果たしてきた社会的な役割として

無視できるわけではない。

換言すれば、家族的諸機能の束から子育てを中心としたケアを取り出し、親密性を捨

象するファインマンの戦略は、法学的関心からは十分に説得的でも、社会学的関心から

は、そのまま支持することはできない。たとえ社会的機能として正当化されないが故に、

国家からの保護や支援の対象と成らないとしても、親密性に対する社会学的関心は依然

として重要な意義を持っている。同様に、未成熟子や高齢者のケアに限らず、私たちは

日々、様々なレベルで生活を共同している。あるときは所得を持ち寄り、労働力を拠出し、

道具や資源を共有しながら、日々の生活コストを引き下げ、それ無しでは生活できないよ

うな過酷な風土でも生き延びてきたのである。このようなケアにも親密性にも還元され

ない社会生活の共同は、家族社会学のみならず社会学の根本的な関心であり、ファイン

マンが主眼を置く依存のケアから十分に分節化された形で、新たなアプローチに組み込

まれる必要があるだろう。






















